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○川口市子ども医療費の支給に関する条例施行規則 

昭和４８年７月１日 

規則第２２号 

改正 昭和４８年１２月２５日規則第３９号 

昭和５２年３月３０日規則第２０号 

昭和５３年８月２６日規則第６５号 

昭和５６年６月３０日規則第２８号 

昭和５７年３月３１日規則第２５号 

平成元年１月８日規則第１号 

平成５年３月３１日規則第７号 

（題名改称） 

平成６年１２月６日規則第５７号 

平成８年３月２９日規則第１５号 

平成１０年３月３１日規則第４４号 

平成１０年６月２６日規則第６５号 

平成１０年１２月２１日規則第８６号 

平成１１年１０月８日規則第５６号 

平成１２年１２月２７日規則第９７号 

平成１３年４月２６日規則第６４号 

平成１３年９月２７日規則第７７号 

平成１３年１２月２８日規則第９３号 

平成１９年３月３０日規則第４３号 

平成２１年３月３１日規則第２２号 

（題名改称） 

平成２２年３月３０日規則第１８号 

平成２３年１０月５日規則第６４号 

平成２４年９月１３日規則第６９号 

平成２５年３月２９日規則第２５号 

平成２６年９月２６日規則第５４号 
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平成２７年３月３０日規則第３２号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、川口市子ども医療費の支給に関する条例（昭和４８年条例第

３８号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（平成５規則７・平成２１規則２２・平成２３規則６４・一部改正） 

（登録を行う保護者） 

第２条 条例第３条に規定する規則で定める保護者は、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、当該各号に定める者とする。 

(1) 父又は母が保護者である場合 当該父又は母 

(2) 父及び母が保護者でない場合 保護者のうち子どもの生計を維持する程度

の高い者として市長が認める者 

２ 前項の規定にかかわらず、子どもの家庭事情等に特別の事情がある場合にあっ

ては、市長が認める保護者を医療費の支給を受けることができる保護者とするこ

とができる。 

（平成２４規則６９・全改） 

（乳幼児の登録申請） 

第３条 条例第４条第１項の規定による申請は、様式第１号の申請書に次に掲げる

書類を添えて行うものとする。 

(1) 乳幼児が国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）による被保険者又は

健康保険法（大正１１年法律第７０号）その他これに類する法律（以下「社会

保険各法」という。）による被扶養者であることを証する書類 

(2) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項各号に掲げる書類の内容及び状況を公簿等により確認することが

できるときは、これらの書類の添付を省略することができる。 

（平成２４規則６９・追加） 

（乳幼児の受給資格証） 

第４条 条例第４条第２項に規定する受給資格証は、様式第２号のとおりとする。 

（昭和５７規則２５・平成５規則７・一部改正、平成２４規則６９・旧第

３条繰下・一部改正） 
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（児童の登録申請） 

第５条 条例第５条第１項の規定による申請（以下「登録申請」という。）は、当

該申請の日（第７条各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日）から同

日以後最初に到来する９月３０日までの期間に係る登録について、様式第３号の

申請書に次に掲げる書類を添えて行うものとする。 

(1) 児童が国民健康保険法の規定による被保険者又は社会保険各法に定める被

扶養者であることを証する書類 

(2) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項各号に掲げる書類の内容及び状況を公簿等により確認することが

できるときは、これらの書類の添付を省略することができる。 

（平成２４規則６９・追加、平成２５規則２５・平成２６規則５４・一部

改正） 

（児童の受給資格証） 

第６条 条例第５条第２項に規定する受給資格証は、様式第２号のとおりとする。 

（平成２４規則６９・追加） 

（児童の受給資格の始期の特例） 

第７条 条例第５条第３項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、

その受給資格の始期は、当該場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 

(1) 現に児童に係る受給資格証の交付を受けている者が、市長が別に定める期間

において当該児童に係る当該受給資格証の登録期間の翌期間の登録申請をした

場合 当該登録申請をした日後最初に到来する１０月１日 

(2) 新たに児童となる者について、当該児童となる日前において市長が別に定め

る期間に登録申請をした場合 当該登録申請をした日後最初に到来する４月１

日 

(3) 他の市町村から転入した児童について、当該児童の転入の日後１５日以内に

登録申請をした場合 当該転入の日 

(4) 条例第３条各号に該当する児童が当該各号に該当しなくなったことにより

当該児童に係る医療費の支給を受けることができることとなった者が、当該該

当しなくなった日後１５日以内に当該児童に係る登録申請をした場合 当該該
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当しなくなった日 

(5) 災害その他やむを得ない理由により登録申請をすることができなかった者

が、当該理由がやんだ後１５日以内に登録申請をした場合 当該やむを得ない

理由により申請をすることができなくなった日（前各号に規定する登録申請を、

やむを得ない理由によりそれぞれ各号に規定する期間にすることができなかっ

た場合にあっては、当該各号に定める日） 

（平成２４規則６９・追加） 

（徴収金） 

第８条 条例第６条に規定する規則で定める市税その他の市の徴収金は、次に掲げ

るものをいう。 

(1) 川口市税条例（昭和２９年条例第１１号）の規定により市が課する市民税、

固定資産税、軽自動車税及び都市計画税 

(2) 川口市国民健康保険税条例（昭和２９年条例第２５号）の規定により市が課

する国民健康保険税 

(3) 川口市立幼稚園保育料徴収条例（昭和３１年条例第７号）の規定により市が

徴収する保育料 

(4) 川口市放課後児童クラブ条例（昭和４１年条例第１２号）の規定により市が

徴収する利用料 

(5) 川口市立保育所設置及び管理条例（昭和５１年条例第１２号）の規定により

市が徴収する保育料及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）附

則第６条第４項の規定により市が徴収する費用 

(6) 川口市学校給食条例（平成２２年条例第４２号）の規定により市が徴収する

学校給食費 

（平成２６規則５４・全改、平成２７規則３２・一部改正） 

（医療費の支給制限を受ける場合） 

第９条 条例第６条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる事項のいずれにも該

当しない場合とする。 

(1) 登録申請を行う保護者（以下「登録申請保護者」という。）及びその配偶者

が、条例第６条の規定により医療費の支給を受けようとする日において納付し、

kwg
下線
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又は納入すべき前条第１号、第２号及び第５号に規定する徴収金につき、地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第１５条第１項から第３項までの規定によ

りその徴収を猶予され、若しくは同法第１５条の５第１項の規定により滞納処

分による財産の換価を猶予され、又は同法第１５条の７第１項の規定により滞

納処分の執行を停止されているとき。 

(2) 登録申請保護者又はその配偶者のうち前条に規定する徴収金を滞納してい

るものが、負傷、疾病、障害その他やむを得ない理由により就労することが困

難となり、その者の収入が著しく減少したと市長が認めるとき。 

(3) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、登録申請保護者又は

その配偶者の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、

家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産（鉱業権、漁業権その他無

形減価償却資産を除く。）につき被害金額（保険金、損害賠償金等により補充

された金額を除く。）がその価格のおおむね２分の１以上である損害を受けた

とき。 

(4) 登録申請保護者又はその配偶者のうち医療費の支給を受けようとする日の

属する年の前年（１月から９月までの間の支給を受けようとする場合にあって

は、前々年）の所得の額が高いもの（登録申請保護者及びその配偶者の所得の

額が同額である場合にあっては、そのいずれかの者）の所得が、次のア又はイ

に掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定める額未満であるとき。 

ア 所得税法（昭和４０年法律第３３号）に規定する控除対象配偶者及び扶養

親族（以下「扶養親族等」という。）並びに当該登録申請保護者又はその配

偶者の扶養親族等でない１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間

にある者で当該登録申請保護者又はその配偶者が当該所得のあった年の１２

月３１日において生計を維持したもの（以下「被生計維持者」という。）が

ないとき ６，２２０，０００円 

イ 扶養親族等又は被生計維持者があるとき ６，２２０，０００円に当該扶

養親族等及び被生計維持者１人につき３８０，０００円（当該扶養親族等が

所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当

該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族１人につき４４０，０００円）を加

kwg
下線
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算した額 

（平成２６規則５４・追加） 

（支給制限に係る所得の範囲） 

第１０条 前条第４号に規定する所得の範囲は、医療費の支給を受けようとする日

の属する年の前年（その日が１月から９月までの間にある場合にあっては、その

日の属する年の前々年）の所得のうち、地方税法第５条第２項第１号に掲げる市

町村民税（特別区が同法第１条第２項の規定によって課する同法第５条第２項第

１号に掲げる税を含む。以下同じ。）についての同法その他の市町村民税に関す

る法令の規定による非課税所得以外の所得とする。 

（平成２５規則２５・追加、平成２６規則５４・旧第９条繰下・一部改正） 

（支給制限に係る所得の額の計算方法） 

第１１条 第９条第４号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の４月

１日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第３１３条第１項に規定する総

所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第３３条の３第５項に規定

する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第３４条第４項に規定する長期譲

渡所得の金額、同法附則第３５条第５項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附

則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約等の

実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年

法律第４６号）第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額並びに同

条第１２項に規定する条約適用配当等の額の合計額から８０，０００円を控除し

た額とする。 

２ 前項に規定する市町村民税につき、次の各号に掲げる控除を受けた者について

は、当該各号に掲げる額を同項の規定によって計算した額からそれぞれ控除する

ものとする。 

(1) 地方税法第３１４条の２第１項第１号、第２号又は第４号に規定する控除当

該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額 

(2) 地方税法第３１４条の２第１項第６号に規定する控除 その控除の対象と

なった障害者１人につき２７０，０００円（当該障害者が同号に規定する特別

障害者である場合には、４００，０００円） 

kwg
下線
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(3) 地方税法第３１４条の２第１項第８号に規定する控除 ２７０，０００円

（当該控除を受けた者が同条第３項に規定する寡婦である場合には、３５０，

０００円） 

(4) 地方税法第３１４条の２第１項第９号に規定する控除 ２７０，０００円 

（平成２５規則２５・追加、平成２６規則５４・旧第１０条繰下・一部改

正） 

（受給資格証の提示） 

第１２条 受給資格の登録を受けた者（以下「資格登録者」という。）は、その保

護する子どもが病院、診療所、薬局その他の者（以下「医療機関等」という。）

において、診療、薬剤の支給若しくは手当を受けようとするとき、又は訪問看護

事業者により行われる訪問看護を受けようとするときは、受給資格証を提示しな

ければならない。 

（平成５規則７・平成１９規則４３・平成２１規則２２・一部改正、平成

２４規則６９・旧第４条繰下・一部改正、平成２５規則２５・旧第８条繰

下） 

（申請の手続） 

第１３条 条例第７条第１項の申請は、様式第４号の申請書に、医療機関等又は訪

問看護事業者に支払った医療費（訪問看護を受けた場合にあっては、訪問看護事

業者に支払った額をいう。以下同じ。）についての証明を受け、市長に提出して

行わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認めるときは、医療機関

等又は訪問看護事業者の発行する領収書を同項の申請書に添付することをもって

同項の医療費についての証明に代えることができる。 

３ 市長は、第１項の規定により申請があった場合において、必要があると認める

ときは、当該申請をした者又は医療機関等若しくは訪問看護事業者に対し、関係

書類の提出を求めることができる。 

（平成１０規則４４・全改、平成１０規則８６・平成１９規則４３・平成

２１規則２２・一部改正、平成２４規則６９・旧第５条繰下・一部改正、

平成２５規則２５・旧第９条繰下） 
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（決定通知） 

第１４条 市長は、前条第１項の申請を受理したときは、その内容を審査し、支給

の額を決定の上当該申請をした者に通知するものとする。 

（平成８規則１５・平成１０規則８６・平成１９規則４３・平成２１規則

２２・一部改正、平成２４規則６９・旧第６条繰下・一部改正、平成２５

規則２５・旧第１０条繰下） 

（支給の時期等） 

第１５条 市長は、条例第７条第１項の申請があった日の属する月の翌月の末日ま

で（国民健康保険法第５７条の２第１項に規定する高額療養費の支給の対象とな

るものについては翌々月の末日まで）に、医療費を当該申請をした者（次項にお

いて「申請者」という。）に支給するものとする。 

２ 前項の場合において、申請者の死亡等により支給することができないときは、

市長が定める者に支給する。 

（平成８規則１５・平成１０規則８６・平成１１規則５６・平成１９規則

４３・平成２１規則２２・一部改正、平成２４規則６９・旧第７条繰下・

一部改正、平成２５規則２５・旧第１１条繰下） 

（変更の届出） 

第１６条 条例第８条の規定による届出は、様式第５号の届出書を提出することに

より行うものとする。 

（平成２４規則６９・追加、平成２５規則２５・旧第１２条繰下） 

（受給資格証の再交付） 

第１７条 資格登録者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、様式第６号

の申請書を市長に提出し、再交付を受けなければならない。 

（昭和５７規則２５・平成５規則７・平成１９規則４３・平成２１規則２

２・一部改正、平成２４規則６９・旧第９条繰下、平成２５規則２５・旧

第１３条繰下） 

（受給資格証の返還） 

第１８条 資格登録者が、その資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を市長

に返還しなければならない。 
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（昭和５７規則２５・平成２１規則２２・一部改正、平成２４規則６９・

旧第１０条繰下、平成２５規則２５・旧第１４条繰下） 

（その他） 

第１９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

（平成２４規則６９・追加、平成２５規則２５・旧第１５条繰下） 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和４８年１２月２５日規則第３９号） 

この規則は、公布の日から施行し、昭和４８年７月１日から適用する。 

附 則（昭和５２年３月３０日規則第２０号） 

この規則は、昭和５２年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５３年８月２６日規則第６５号） 

この規則は、昭和５３年９月１日から施行する。 

附 則（昭和５６年６月３０日規則第２８号） 

この規則は、昭和５６年７月１日から施行する。 

附 則（昭和５７年３月３１日規則第２５号） 

この規則は、昭和５７年４月１日から施行する。 

附 則（平成元年１月８日規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成５年３月３１日規則第７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の川口市乳児医療費の支給に関す

る条例施行規則に基づき、既に印刷済みの帳票については、当分の間、使用でき

るものとする。 

（川口市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の一部改正） 

３ 川口市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則（平成４年規則第

３４号）の一部を次のように改正する。 
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〔次のよう〕略 

附 則（平成６年１２月６日規則第５７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成８年３月２９日規則第１５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の川口市乳幼児医療費の支給に関

する条例施行規則の規定に基づき、既に印刷済みの帳票については、当分の間、

使用できるものとする。 

附 則（平成１０年３月３１日規則第４４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の川口市乳幼児医療費の支給に関

する条例施行規則に基づき、既に印刷済みの帳票については、当分の間、使用で

きるものとする。 

附 則（平成１０年６月２６日規則第６５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の川口市乳幼児医療費の支給に関

する条例施行規則に基づき、既に印刷済みの帳票については、当分の間使用でき

るものとする。 

附 則（平成１０年１２月２１日規則第８６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１１年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の川口市乳幼児医療費の支給に関
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する条例施行規則に基づき、既に印刷済みの帳票については、当分の間使用でき

るものとする。 

附 則（平成１１年１０月８日規則第５６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１２年１２月２７日規則第９７号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１３年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

４ この規則の施行の際、この規則による改正前の川口市ひとり親家庭等の医療費

の支給に関する条例施行規則、川口市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則

及び川口市重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則に基づき、既に印

刷済みの帳票については、当分の間使用できるものとする。 

附 則（平成１３年４月２６日規則第６４号） 

この規則は、平成１３年５月１日から施行する。 

附 則（平成１３年９月２７日規則第７７号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

３ この規則の施行の際、川口市規則に規定する様式に基づき、既に印刷済みの帳

票については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成１３年１２月２８日規則第９３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１４年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の川口市乳幼児医療費の支給に関

する条例施行規則に基づき、既に印刷済みの帳票については、当分の間、所要の

調整を加え使用できるものとする。 

附 則（平成１９年３月３０日規則第４３号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 
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附 則（平成２１年３月３１日規則第２２号） 

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月３０日規則第１８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の川口市子ども医療費の支給に関

する条例施行規則に基づき、既に印刷済みの帳票については、当分の間、所要の

調整をして使用できるものとする。 

附 則（平成２３年１０月５日規則第６４号） 

この規則は、平成２３年１０月１１日から施行する。 

附 則（平成２４年９月１３日規則第６９号） 

この規則は、平成２４年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２９日規則第２５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２５年１０月１日から施行する。 

（施行前の準備） 

２ この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前において

も行うことができる。 

（経過措置） 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前の川口市子ども医療費の支給に関

する条例施行規則に基づき、既に印刷済みの帳票については、当分の間、所要の

調整をして使用できるものとする。 

附 則（平成２６年９月２６日規則第５４号） 

この規則は、平成２６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３０日規則第３２号） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
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様式第１号 

（平成２３規則６４・全改、平成２４規則６９・一部改正） 

様式第２号 

（平成２４規則６９・全改） 

様式第３号(１) 

（平成２４規則６９・追加、平成２５規則２５・一部改正） 

様式第３号(２) 

（平成２４規則６９・追加、平成２５規則２５・一部改正） 

様式第４号 

（平成２２規則１８・全改、平成２４規則６９・旧様式第３号繰下・一部

改正） 

様式第５号 

（平成２３規則６４・全改、平成２４規則６９・一部改正） 

様式第６号 

（平成２５規則２５・全改） 


